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時計台周辺地区地区計画の地区整備計画「時計台周辺街区地区」で定める 

建築物の容積率の最高限度の項目第２項第５号の基準及び、 

地区整備計画「時計台隣接街区地区」で定める 

建築物の容積率の最高限度の項目第２項第４号の基準 

 

 時計台周辺地区地区計画（以下「地区計画」という。）の地区整備計画「時計台周辺街区地区」で定

める建築物の容積率の最高限度の項目第２項第５号に関する必要な基準及び、地区整備計画「時計台

隣接街区地区」で定める建築物の容積率の最高限度の項目第２項第４号に関する必要な基準を以下に

定める。 

 

１ 用語の定義 

次の各号に定めるものとし、定めのないものについては、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）

及び同法施行令（昭和 25年政令第 338号）並びに都心における開発誘導方針（平成 30年 12月札幌

市策定）及び都心における緩和型土地利用計画制度等の運用基準（平成 31年 1月札幌市策定）に基

づくものとする。 

(１) オフィスの評価対象部分 １フロアあたりのオフィス占有部分の床面積が概ね 1,000㎡以上の

部分をいう。 

(２) オフィス面積 建築物全体のオフィス占有部分とオフィス共用部分の床面積を合計した面積

をいう。 

(３) ゼロカーボン推進ビルの認定 「札幌市本社機能・事務センター等立地促進要綱」及び「札幌

市 IT・コンテンツ・バイオ立地促進要綱」に基づき、「再生可能エネルギー100％電力の導入」

や「オフィス部分の ZEB認証の取得」などの条件を満たすビルとして札幌市の認定を受けたも

のをいう。 

(４) オフィスの機能を向上させる空間 各階オフィス用の非常用電源設備スペースやコワーキン

グスペース、貸会議室、ビジネスコンシェルジュ（起業コンサルティングや法人設立時の諸手

続き支援を行うサービスの窓口）などをいう。 

(５) エネルギーネットワーク 地域熱供給の熱導管等や地域ごとの電力網などをネットワーク状

に整備し、情報通信技術を用いて効率的なエネルギー利用を図るシステムをいう。 

(６) ZEB Ready、ZEB Oriented  経済産業省「平成 30年度 ZEBロードマップフォローアップ委員

会とりまとめ（平成 30年３月）」における「（参考資料６）ZEBの定義と評価基準」による。 

(７) コージェネレーションシステム 発電と同時にその際生じる排熱も同時に利用する熱電供給

システムをいう。 

(８) 地域熱供給 一定の地域で冷房、暖房、給湯等の熱需要を満たすため、１か所または数か所の

熱供給設備で集中的に製造された冷水、温水、蒸気等の熱媒を、熱導管を通じて複数の需要家

建築物へ供給するシステムをいう。 

(９) 都心 E！まち開発推進制度 「札幌市都心における持続可能なゼロカーボン都市開発推進要綱」

に基づき、都心での建物建替えや増築にあたって、事業者と市が協働し、「脱炭素化」「強靭
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化」「快適性向上」の達成につながる建築計画となるよう事前協議等を行う制度。 

(10) 耐震等級 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11年法律第 81号）第３条の２第１項

の規定に基づく評価方法基準第５の１の１－１に規定する耐震等級をいう。 

(11) 建築物の機能を最低限維持できる電力 災害時に、人命保護や安全確保、避難支援、基幹業務

の維持・遂行等といった観点で、一時滞在スペースなどの災害対応時に中枢となる機能におい

て、照明、通信、給排水、冷暖房、空調、携帯電話の充電等をまかなえる電力をいう。 

(12) 都市再生安全確保施設 大規模な地震が発生した場合に滞在者等の安全の確保を図るために

必要となる施設をいう。 

 

２ 適用範囲 

 本基準は、地区計画における地区整備計画「時計台周辺街区地区」で定める建築物の容積率の最高

限度の項目第２項第５号の取組又は、地区整備計画「時計台隣接街区地区」で定める建築物の容積率

の最高限度の項目第２項第４号の取組（以下「本取組」という。）を行う建築物に適用する。 

 

３ 容積率緩和の条件 

本取組における容積率緩和の条件は、別表（ア）欄に掲げる各取組に応じて別表（イ）欄に定め

るものとする。 

 

４ 容積率の算定 

本取組を行う建築物に加算する容積率は、別表（ア）欄に掲げる各取組に応じて別表（ウ）欄及

び（エ）欄に定める数値とし、複数の取組を行う場合は、該当する取組に応じて加算する容積率の

合計とする。 

 

５ 容積率の緩和の限度 

 ４に規定する本取組を行う建築物に加算する容積率の限度は、地区計画に定められた数値によるも

のとする。 
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別表 

（ア）取組 （イ）容積率緩和の条件 
（ウ）加

える数値 

（エ）各取組

に応じた加え

る数値の上限 

ア 地区ごとのま

ちづくりルー

ル策定 

札幌市都心における地区まちづくり推進要綱に基づく地区

まちづくりルール「時計台周辺地区まちづくりルール」の内容

に準拠するもの 

50％ 50％ 

イ 高機能オフィ

ス整備 

１ 次の各号のすべてに該当し、国内外からの新規進出企業、

または事業所を増床する市内企業のニーズに対応できる高

機能オフィスを整備するもの 

(1) オフィスの評価対象部分とそれに付随するオフィスの共用

部分の床面積の各階の合計が概ね 10,000㎡以上であるもの 

(2) ゼロカーボン推進ビルの認定を受けたもの又はそれに準

ずる性能を有すると認められるものとして、経済観光局経

済戦略推進部企業立地担当課及びまちづくり政策局都心ま

ちづくり推進室都心まちづくり課（エネルギープロジェク

ト担当）と協議を行うこと 

(3) オフィスの評価対象部分の天井高さ 2.7ｍ以上、OA フロ

ア 100ｍｍ以上※１及びオフィスを小分けできる構造（スケル

トンインフィル等）とするもの 

30％ 50％ 

２ 前項に加えて、オフィスの機能を向上させる空間を整備す

るもの 

50％ 

ウ ハイグレード

ホテル整備 

次の各号のすべてに該当し、国際水準の宿泊機能を備えたハ

イグレードホテルを整備するもの 

(1) 2030 年度までに整備済であるもの 

(2) 最低客室面積 40 ㎡程度とするもの 

(3) 客室総数を 50 室以上とするもの 

(4) 国際会議の出席者等のニーズに対応可能なスイートルー

ムを設置するもの 

(5) 宿泊者が会議・イベント等で使用できるバンケットルー

ムを設置するもの 

(6) (4)及び(5)のほか、レストラン、バー、ラウンジ、スパ、

フィットネス、多言語対応コンシェルジュデスク、ホテル

専用の車寄せなど、ハイグレードホテルにふさわしい機能

を備えるもの 

(7) 国際観光ホテル整備法に基づく、外国人宿泊客の利便の

増進のための措置に対応するもの 

50％ 50％ 
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(8) (1)から(7)に掲げる要件以外の整備内容や運営方法（サ

ービス等）などについて、経済観光局観光・MICE 推進部観

光・MICE 推進課と協議を行うこと 

エ 敷地外のまち

づくり貢献 

１ 次の各号のすべてに該当し、計画敷地周辺の公共的な空間

（道路や公園、広場等）を再整備または新規整備するもの 

(1) 建築敷地外において、公共的な空間を再整備または新規

整備する場合は、整備内容や維持管理等について当該施設

管理者または関係機関と協議を行い、当該施設管理者また

は関係機関の了承を得ること 

(2) 再整備または新規整備する公共的な空間の周辺の関係地

権者等と時計台周辺地区のまちづくりの方向性や整備内容

について協議を行うこと 

(3) 再整備または新規整備した公共的な空間の維持管理に関

与すること 

(4) 整備内容が都心のまちづくりの方向性と整合しているか

について、まちづくり政策局都心まちづくり推進室の担当

課と協議を行うこと 

最大 

50％※２ 

100％ 

２ 前項に加えて、整備する公共的な空間のしつらえ等が時計

台周辺地区のまちづくりに寄与するよう工夫されたもの 

最大 

100％※３ 

オ 脱炭素化推進 １ 次の各号のすべてに該当し、建築物をエネルギーネットワ

ークへ接続するもの 

(1) 都心エネルギーマスタープランの考え方との整合性につ

いて、まちづくり政策局都心まちづくり推進室都心まちづ

くり課（エネルギープロジェクト担当）と、都心 E！まち

開発推進制度に基づく事前協議を行い、再生可能エネルギ

ー100%電力を利用すること 

(2) エネルギーネットワークへの接続条件等について、当該

エネルギーネットワークの管理者（熱供給事業者等）と協

議を行うこと 

(3) エネルギーネットワークへの接続は、建物年間熱負荷の

80％以上についてエネルギーネットワークからの熱を利用

すること 

最大 50％

※４ 

130％ 

２ 前項に該当するとともに、次の各号のすべてに該当し、省

エネ性能を持った建築物を整備するもの 

ただし、エネルギーネットワークの管理者（熱供給事業者

等）との協議の結果、エネルギーネットワークの管理者が接

続に適さないと判断した場合は、前項への該当を要さない。 

30％ 
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(1) 都心エネルギーマスタープランの考え方との整合性につ

いて、まちづくり政策局都心まちづくり推進室都心まちづ

くり課（エネルギープロジェクト担当）と、都心 E！まち

開発推進制度に基づく事前協議を行い、再生可能エネルギ

ー100%電力を利用すること 

(2) 建物延べ面積 10,000 ㎡以上については ZEB Oriented 相

当以上、建物延べ面積が 10,000 ㎡に満たない場合は ZEB 

Ready相当以上の省エネ性能を持った建築物を整備するもの 

３ 次の各号のすべてに該当し、エネルギーネットワークへ供

給するためのコージェネレーションシステム等による地域

熱供給プラントを整備するもの 

(1) 都心エネルギーマスタープランの考え方との整合性につ

いて、まちづくり政策局都心まちづくり推進室都心まちづ

くり課（エネルギープロジェクト担当）と、都心 E！まち

開発推進制度に基づく事前協議を行い、再生可能エネルギ

ー100%電力を利用すること 

(2) エネルギーネットワークへの接続条件等について、当該

エネルギーネットワークの管理者（熱供給事業者等）と協

議を行うこと 

(3) 周辺へエネルギー供給する「エネルギーセンター」（コ

ージェネレーションシステム等によるエネルギープラント）

の整備は、整備建物の年間熱負荷の80％以上についてエネル

ギーセンターの熱を利用するとともに、周辺供給を行うこと

のできる余力を確保すること 

100％ 

カ 防災性向上 次の各号のすべてに該当し、一時滞在スペース及び備蓄倉庫

を整備するもの 

(1) 防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金交付要綱等

に準じて、100 人以上の帰宅困難者を受入可能な面積（概

ね 200 ㎡以上）を有する一時滞在スペースであるもの 

(2) 帰宅困難者が 72 時間滞在するために必要となる備蓄品を

保管可能な面積（5㎡以上）を有する備蓄倉庫であるもの 

(3) 建築物の耐震等級を２級以上とするもの、またはこれと

同等以上の耐震性能等を有するもの 

(4) 72 時間以上稼動する非常用電源設備（建築物の機能を最

低限維持できる電力を有するもの）を設置するもの 

(5) 利用者が容易に視認できる場所に、災害時に一時滞在ス

ペースとして活用できる旨の表示をするもの 

50％ 50％ 
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(6) 一時滞在スペース及び備蓄倉庫を都市再生安全確保施設

として、札幌駅・大通駅周辺地区都市再生安全確保計画に

位置付けるため、危機管理局危機管理部危機管理課と協議

を行うこと 

キ 交通施設整備

による良好な

歩行環境形成 

１ 次の各号のいずれかに該当するもの 

(1) 次に掲げるすべてに該当する共同荷さばき場を整備する

もの 

① 荷さばき用の駐車スペースについては、札幌市建築物に

おける駐車施設の附置等に関する条例で定める附置すべ

き台数を超える台数を整備するもの 

② 荷さばき場の出入口、車路、駐車スペースについては、

原則、有効高さ 3.4ｍ以上とするもの※５ 

③ ①及び②に掲げる要件以外の仕様や運用方法等につい

て、まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課と協議を

行うこと 

(2) 次に掲げるすべてに該当する公共駐輪場を整備するもの※６ 

① 建設局総務部自転車対策担当課と協議を行ったうえで

決定した駐輪台数を整備するもの 

② 公共駐輪場の構造は、道路に接した出入口を有する平面

式、階層式（計画建築物との合築を含む。原則、地下１階

〜地上２階）、または機械式とするもの 

(3) 次に掲げるすべてに該当する観光バス乗降場を整備する

もの 

① 時計台、及び都市計画道路「北１条・雁来通」、「大通」

並びに市道「西３丁目線」、「西２丁目中通線」、「北１条中

通線」に面して観光バス乗降場を設置しないもの 

② 自動車や歩行者の通行の著しい妨げにならない形態と

するもの 

③ 観光バス乗降場の計画にあたっては、その運用方法等に

ついて、経済観光局観光・MICE 推進部観光・MICE 推進課

と協議すること 

④ 交通に関する内容について、まちづくり政策局総合交通

計画部交通計画課と協議を行うこと 

30％ 50％ 

２ 前項の各号に掲げる取組のうち、２以上に該当するもの 50％ 

ク 重層的な回遊

ネットワーク

形成 

１ 次の各号のすべてに該当し、建築物の地階を都市計画道路

「大通地下歩道」又は都市計画道路「西２丁目地下歩道」と接

続するもの（「大通地下歩道」に接続する都市計画道路「西３

30％ 100％ 
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【地下ネット

ワークの拡充

（都市計画道

路「大通地下歩

道」又は都市計

画道路「西２丁

目地下歩道」と

の接続）】 

丁目地下歩道」も含む。） 

(1) 建築物の接続する部分の長さ（以下、「接続延長」という。）

を２ｍ以上とし、接続部分について段差なく安全・快適に

移動できる歩行環境を形成するもの 

(2) 接続の条件や接続部分の都市計画の決定等の内容につい

て、まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課と協議を

行ったもの 

２ 前項に加えて、次の各号のすべてに該当するもの 

(1) 接続延長を６ｍ以上とするもの 

(2) 接続する地階の主たる用途を地区計画別表１に掲げる用

途、若しくは構造及び意匠が接続部分のにぎわいの演出に

配慮されている地区計画別表２に掲げる用途に供するも

の、又は接続する地階に地上・地下を一体的につなぐ吹抜

空間の整備を行うなど魅力的な回遊ネットワークを形成す

るもの 

50％ 

３ 前項に加えて、接続延長を都市計画道路「大通地下歩道」

又は都市計画道路「西２丁目地下歩道」に面する間口の２/３

以上かつ 12ｍ以上とするもの 

100％ 

ケ 地上・地下の出

入口の取込み 

１ 次の各号のすべてに該当し、都市計画道路「大通地下歩道」

又は都市計画道路「西２丁目地下歩道」の地上・地下出入口を

整備するもの 

(1) 歩道上の地上・地下出入口を、建築物内に取り込む場合、

敷地内に地上と地下の歩行者空間を直接つなぐ出入口（階

段、エレベーター等）を整備するとともに、道路区域内の

出入口階段等は原則撤去し、歩道として整備するもの 

(2) 階段部分の有効幅員を１．５ｍ以上とするもの 

(3) 地上・地下出入口は、建築物が閉鎖しても一定時間使用

できるなど、管理区分を明確に分け、誰もが自由に利用で

きる仕様とすること 

(4) 地上・地下出入口の仕様の条件及び階段、エレベーター

や付帯施設（消防設備や換気塔等）等の必要性の有無、都

市計画決定の内容等について、まちづくり政策局総合交通

計画部交通計画課と協議を行ったもの 

２ その他市長が必要と認める地上・地下出入口を整備するも

の 

50％ 50％ 

コ 重層的な回遊

ネットワーク

次の各号のすべてに該当し、隣接する建築物と接続可能な地

下通路を整備するもの 

50％ 50％ 
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形成 

【地下ネット

ワークの拡充

（隣接する建

築物間の接

続）】 

(1) 既存の地下街や地下鉄駅コンコースなどの地下歩行ネッ

トワークや公共的な施設をつなぐネットワークの形成に寄

与するもの 

(2) 地区計画の地区施設などの都市計画、または、まちづく

りガイドラインに位置付けられた地下通路であるもの 

(3) 地下通路の最低有効幅員は２ｍ以上とし、可能な限り広

く有効幅員を確保するもの 

(4)  地下通路は、建築物が閉鎖しても一定時間使用できるな

ど、管理区分を明確に分け、誰もが自由に利用できる仕様

とすること 

(5) 接続先の関係地権者等と接続部分の整備内容・管理区分

について協議を行い、関係地権者間で協定を締結するなど、

関係地権者等の了承を得ること 

(6) (1)から(5)に掲げる要件に加えて、地下通路の形状・仕

様や、地上・地下出入口の必要性の有無、維持管理の内容

等について、まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課

と協議を行うこと 

 

※１：無線 LAN環境の整備など、OAフロアと同等の設備を有する場合はこの限りではない 

※２：緩和容積率（％）＝S’/S×１００  S’：公共的な空間の面積（㎡）  S：敷地面積（㎡） 

※３：整備する公共的な空間の整備内容や地域への貢献度合いに応じた緩和値を設定 

※４：接続できるエネルギーネットワークが高温水のみである場合に限り、建物年間温熱負荷の 

80％以上についてエネルギーネットワークからの熱を利用した場合の緩和容積率は 30％とする 
※５：実際に使用する車両を想定し、十分な高さが確保されている場合はこの限りではない 

※６：特に必要と認められた公共駐輪場においては、札幌市で整備費を負担することや維持管理を

することを検討する 

 

附 則 

 この基準は、令和６年７月 25 日から施行する。 


